2009年度奈良県予算案について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月2日
　　　　　　　　　　　　　　　文責：奈良県医療介護福祉労働組合連合会書記長：山崎
　奈良県の09年度予算(案)について調査・分析しました。議会を通じ変更もありますし、今後、具体的に明らかになるものもありますので、あくまでも現時点のものとしてみていただくようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1， 全体的に厳しい財政事情の中で、医療関係は県の重点項目と位置づけられ、現状維持もしくは「積極的な」予算配分が行われている。

2， 地域医療対策協議会の各専門部会の「中間まとめ」を受けて、具体的に予算に反映されているものが多い。（医師確保、へき地医療等）
3， 国の2009年度予算を積極的に取り入れている。逆に、県単独の施策は少ない。
4， しかし、金額的にも、内容的にも、今日の医療崩壊を食い止める水準にはなっていない。
5， 具体的に

【医師確保推進事業】

①医師確保推進事業　2008年度50万円→245万円に

新規：医師確保に関する総合サイトの作成等

　実行委員会でも要望してきた。拡充されることになった。
②新規：臨床研修医等確保事業　425万円

· 医学生向けの説明会を共同で行う。民間医局などでも、県のブースを設ける（半額ぐらいは県が負担）。県内での共同説明会を行う。東京での説明会を行う。

· ホームページの作成・県内９病院へのホームページにもリンク

· 「奈良県臨床研修連絡協議会（仮称）」の会議費

実行委員会でも要望してきた。今後、協議会でより具体化されていく。
③短時間正規雇用支援事業（国の政策）　1363万2千円

· 対象は政策医療（産科・小児科・麻酔科・へき地医療）に限定

· 期間は上限12ヶ月

· 短時間雇用のため穴の空いた単位に医師を配置（採用）した場合の人件費補助（2/3）

具体的な要項が国から示されていないためわからないが、産科や小児科など女性医師の割合が多く、短時間勤務導入をすすめる動機付けにはつながるだろう。（すでにしようとするところには補助にはなる）。
④医師事務作業補助者設置支援事業　1822万8千円
· 将来的に医療クラークになる職員が研修に行く間、その職員が担っていた仕事を埋めるための人件費補助（全額）。

· 政策医療等の限定はない。

　　具体的な要項が国から示されていないためわからない。医師の処遇改善が目的であり、その点では理解するが、医療機関の経営から考えれば、研修後の人員増による人件費増と、診療報酬上の収入増のアンバランスをどうするのかがなければ、簡単にはふみだせないのでは（すでにしようとするところには補助にはなる）。
【救急医療の充実】
①新規：救急医療体制支援事業？？？　１億4896万9千円
厚労省　救急勤務医手当　土日祝日昼間１万3570円　夜間１万8659円　

　　　　分娩１件　１万円　　　　

　　　　国は1/3　残り2/3は都道府県と市町村、または医療機関が負担する。奈良県は出さない。
· 対象は２次救急（輪番制に参加する病院）、３次救急を担っている病院。　
· 補助要項がでていないため、額、基準等はわからない（就業規則とか、証明とか）。

· おそらく、処遇改善して救急の医師の確保を目的としていることから、通常の当直手当・例えば現在３万円→４万8659円に処遇改善した場合、県を通じて6220円が補助される。

あくまでも、現在からの処遇改善を目的とするため、手当を引上げて医師確保しようとするところには補助となる。
【看護師等の確保】

· ①新規：看護師キャリアアップ等支援事業　1000万円

· 認定看護師等の資格取得を支援する病院に対する助成（最終的には本人：病院が本人に手渡すか、学校に支払う）
· 県内定着促進が目的のため、確実に県内定着（奈良県の医療に還元）をすすめるためにも、病院が関与する仕組みとした。

· 200床以上であるとかの条件はない。

· 県内で５年以上勤務した看護師が対象。

· 病院長の推薦、病院が資格取得後の看護師の活用（立場・役職、どんな展開を）、残っている看護師への伝達研修など提出。

· 予算の限りがあるため、それをコンペにかけて選抜する。
· １医療機関で複数も可能（１人分を２人にはダメ）。

　　　認定看護師を取得後、それが活かされない問題もだされていた中で、病院の関与を明確にさせた点は評価できる。また、懇談時、これを200床以上の病院での看護師確保対策と考えていた点からは、私たちの意見も聞き、全ての医療機関を対象としている。
②看護師等修学資金貸付事業

· 新規数は変わらない。→位置づけなどが定まっていない。県と実行委員会でも隔たりがある。

· 懇談時に出されていたA准看学校～進学コース（県外）については、学校側の協力が確認できれば認める。しかし、予算枠など有り、確実とはいえない。まず、本人に県に連絡し相談するよう伝えてください。

· 対象に准看護師～看護師　条文の対象にはいっていない：対象の学校ではない・実績はない。
　　　看護師の養成問題全般に対する調査、検討が行われておらず、その中での修学資金の位置付けが定まらない中での対応となっている。私たちの具体例をあげての提案を受け入れてもおり、現状枠内での対応は限られている。まず、奈良県の就学資金貸付事業の位置付けを明確にすること。こちらとしても位置付けと、具体的な提案を作成する必要がある。　
③院内保育所運営費補助　4745万3千円(17カ所)→6462万3千円(16カ所)

· 国が補助基準額を引き上げた。

保育士１人あたりの補助基準額　月153,700円→180,800円

24時間保育基準額　　　　　　　日　17,060円→20,080円

　国が基準額を引き上げたことが全てであるが、過程の中で同じ厚生労働省内で認可保育所と院内保育所の保育し単価の違いを共通認識にはしてきた。奈良県からの働きかけで基準額が変更されたとはいえないが、県もすんなりと引上げを受け入れている（他府県では予算の大幅増となるためいろいろ意見がでている）。
④看護職員復職応援事業

· 実技能力でも差が大きいことから、集合研修でも実技研修を行う。

· 年間通じての実施となる。ただし、夏休み時ははずすなど時期を明確にする。

· 50人は可能。

　　　奈良県における看護師確保対策のひとつの柱として、定着をさせていくことが必要。受講者、協力病院の意見を聞きながら、県、ナースセンターとも懇談を重ね、改善させていく。
【その他】

①県立看護学校の専任教員数の見直し

・定年退職者（２名）を含み、６人→８人へ予算措置した。

　　　要望がようやく実現した（答申？の期限「２年以内に」ギリギリ）。体制も変わる中で、引き続き関係をつくっていく。

　

②需給計画　
③医師確保・看護師確保係から「室」へ昇格

· 体制は今より増えるだろう。⇒14人で構成
　　　どんな人が室長として来るのかわからない。室となってから、早い時期に意見交換の場を設ける。
